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諮問第３７号説明資料 

放送法の改正に伴う日本放送協会の定款の変更の認可 

（基幹放送局提供子会社の保有等） 

 

１ 諮問の概要  

日本放送協会（以下「協会」という。）から、放送法及び電波法の一部を改正する法律（令和５年法律第 40 号。以下「改正法」

という。）により放送法の協会に関する規定が改正されたことに伴い、所要の整備を行うため、放送法第 18 条第２項の規定に基づ

き、以下のとおり、協会の定款の変更の認可申請があった。 

（１） 定款の変更内容及び理由 

改正法による放送法の協会に関する規定の改正に伴い、中継局の共同利用のための基幹放送局提供子会社の保有等に係る変

更を行うものである。 

 

（２） 変更しようとする条項 

別紙のとおり 

 

２ 施行期日 

改正法の施行の日。 

 

３ 審査の結果 

本件申請に係る協会の定款の変更は、改正法の施行後における放送法の規定に適合しており、申請のとおり認可することが適当

であると認められる。 
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○ 現行放送法では、放送対象地域ごとに放送番組が
異なるものとされており、現在の地上テレビ局は、
同一化は認められていない。

○ 将来的に更なる固定的費用の抑制が求められるな
か、個々の地上テレビ局単独での対応には限界。

○ 今後の経営形態の合理化に資するよう、放送番組
の同一化が必要。

放送法及び電波法の一部を改正する法律（令和５年法律第４０号） （令和５年６月２日公布）の概要

○ 放送対象地域自体は変更せず、希望する地上テレビ
局が、総務大臣の認定を受けることにより、複数の放
送対象地域において放送番組を同一化できる制度を創
設する。（例えば、同系列の隣県で同一化）

○ 認定の要件として、同一化が可能な放送対象地域の
数の上限や、地域情報発信を確保するための仕組みを
講じることを求める。

○ 現状、全ての地上テレビ局が、ソフト（放送番組の
制作・送出）とともに、ハード（親局・中継局）を自ら
構築し、保有・運用・維持管理。

○ 中継局の更新を控え、費用対効果の低い中継局の
全てを個社で保有し続けることは限界。

○ 将来的な経営形態の合理化も見据え、現在の地上テ
レビ局が、中継局の保有・運用・維持管理を担うハー
ド事業者（共同利用会社）の利用を可能とする。（NHK
と民放の連携も想定）

○ ＮＨＫが、自らの設備だけでなく、子会社である
ハード会社の設備を用いることを可能とする。

○ 現状では、マスター設備（番組送出設備）や中継局
などの放送設備の多くを、地上テレビ局が自ら設置。

○ 今後、クラウド化など外部利用が進んでいくこと
が予想される。（特にマスター設備などの更新は大きな負
担）

○ 外部利用の際の監督規定の新設を行う。
○ 具体的には、外部利用を含む業務管理体制の適合維
持義務を課し、その履行を担保する制度とする。

現状と課題 改正の概要

３. 放送番組の同一化について

１. 中継局の共同利用について

２. 放送設備の外部利用への対応について
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※ 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定。（一部の規定（準備行為）は公布日施行）



親局 ミニサテ局

中継光ファイバ等

小規模局大規模局・重要局

中継 中継

（参考） 「中継局の共同利用」の改正趣旨

特定地上基幹放送事業者A

共同利用として制度上可能となる最大範囲

一の放送対象地域
（都道府県等）

中継局の共同利用イメージ

親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

特定地上基幹放送事業者Ｂ 親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

特定地上基幹放送事業者Ｃ 親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

○ 現状、全ての特定地上基幹放送事業者（テレビ・ラジオ）が、その放送局ネットワーク（ソフト・
ハード）を自ら構築している。

○ 放送を巡る環境変化を踏まえ、中継局を別の者（共同利用会社）がその免許人として、（他の特定地上基
幹放送事業者の中継局とまとめて）運用する（「中継局の共同利用」）ことによる効率化を可能とする。

特定地上基幹放送事業者と異なる者（共同利用会社）が、
中継局の免許人となり、その中継局をまとめて運用・管理

80億円 40億円 60億円

世帯カバー率

年間維持経費
今後10年間に想定される設備の更
新・維持に係る年間あたりの経費

※ ＮＨＫ作成資料を基に作成。

（参考） NHKの地上テレビジョン放送（総合＋教育）の世帯カバー率・年間維持経費

3



（参考） 「中継局の共同利用」の改正内容①

ハード
（親局）

ソフト

（放送区域①） （放送区域②） （放送区域③）

ハード
（中継局）

A法人の
ソフトの
地位が及
ぶ範囲

ハード
（中継局）

【改正前】 【改正後】

ハード
（親局）

ソフト

ハード
（中継局）

（放送区域①） （放送区域②） （放送区域③）

放送局設備供給契約
の申込み

基幹放送局提供事業者
共同利用会社（茶枠）

ハード
（中継局）

※太 枠：事業者の単位
破線枠：免 許の単位

特定地上
基幹放送
事業者
（緑枠）

免許① 免許② 免許③ 免許① 免許②
免許③

確認③

特定地上
基幹放送
事業者
（緑枠）

○ 特定地上基幹放送事業者（ハード・ソフト一致）が、
現行の特定地上基幹放送局の免許のままで、
総務大臣による（特定地上基幹放送事業者への）確認※による簡易な手続により、
他者（基幹放送局提供事業者）の中継局を用いて
地上基幹放送の業務を行う（中継局の共同利用）ことを可能とする。

○ 中継局の共同利用を可能とするために、基幹放送の業務（ソフト）と放送局（ハード）のペアについて、
ソフト 特定地上基幹放送事業者（ハード・ソフト一致）は、自らの放送局（ハード）のみを用いることと

されているところ、他者（ハード事業者。共同利用会社）の中継局を用いて放送することも可能とする。
ハード 基幹放送局提供事業者（ハード事業者。共同利用会社）は、認定基幹放送事業者（ソフト事業者）のソ

フトのみに用いられることとされているところ、特定地上基幹放送事業者（ハード・ソフト一致）の
ソフトにも用いられることも可能とする。

○ 中継局の共同利用を行うに当たっては、承継規定（総務大臣認可により中継局を譲渡）の適用を可能とする。

（１） 特定地上基幹放送事業者が、中継局の共同利用を行うための規定の整備

※ 他者の中継局を用いる場合でも、
自らの中継局を用いる場合と同様に
実施できるよう、
ソフトの設備やその業務管理体制の基
準適合性について、総務大臣が確認

（基幹放送の業務（ソフト）の認定は不要）。
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（参考） 「中継局の共同利用」の改正内容②

○ ＮＨＫは、あまねく受信措置義務が課され、
自らの放送局（ハード・ソフト一致）で地上基幹放送を行うこととされていることから、
・ 地上基幹放送の業務の効率化を図る必要性が特に高い地域（総務大臣が告示指定）において、
・ 中継局を保有・管理する共同利用会社（基幹放送局提供事業者）をＮＨＫの子会社※（基幹放送局提供子会社）
とすることで、

ＮＨＫが、「中継局の共同利用」を
行うことを可能とする。

○ また、ＮＨＫの放送設備の子会社（共同利用会社）への譲渡は、譲渡制限（放送法第８５条）の例外とする。

（２） ＮＨＫが、中継局の共同利用を行うための規定の整備

○ なお、ＮＨＫに対しては、現行放送法において、
民放があまねく受信できるよう努める責務を履行
する際には、ＮＨＫは必要な協力をするよう努め
なければならない（協力努力義務）とされている。

※ 放送法第２０条第６項
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、

当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送
事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の
特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（略）が第
九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協
力をするよう努めなければならない。

ハード
（親局）

ソフト

ハード
（中継局）

（放送区域①） （放送区域②） （放送区域③）

放送局設備
供給契約の
申込み

ＮＨＫの子会社
基幹放送局提供事業者
共同利用会社（茶枠）

ハード
（中継局）

※太 枠：事業者の単位
破線枠：免 許の単位

ＮＨＫ
特定地上
基幹放送
事業者
（緑枠）

免許① 免許②
免許③

確認③

【ＮＨＫが共同利用を行う場合】

※ ＮＨＫの子会社は、現行法において、
・ ＮＨＫがその議決権の過半数を有する場合
・ ＮＨＫがその議決権の４０％超＋資金調達の過半数等
と定義されている。
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（別紙） 

日本放送協会定款変更案  

※下線部は、変更しようとする部分。  

変更案 現行 

（業務） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、

次の業務を行う。 

一 次に掲げる放送による国内基幹放送（特定

地上基幹放送局又は第５２条第２項に規定す

る基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送

局（放送法第９１条第２項第３号に規定する

放送系において他の放送局から放送をされる

放送番組を受信し、その内容に変更を加えな

いで同時にその再放送をする地上基幹放送の

業務に主として用いられる基幹放送局をい

う。以下同じ。）を用いて行われるものに限

る。）を行うこと。 

ア 中波放送 

イ 超短波放送 

ウ テレビジョン放送 

二～五 （略） 

２～１２ （略） 

 

（出資等） 

第５条 本協会は、第５２条第１項に規定する子

会社（本協会がその総株主の議決権の過半数を

有する株式会社その他の本協会がその経営を支

配している法人として、放送法第２０条の２に

基づく総務省令で定めるものをいう。以下同

じ。）又は第５３条第１項に規定する子会社に対

して出資する場合のほか、前条第１項又は第２

項の業務を遂行するために必要がある場合に

は、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業

計画及び資金計画で定めるところにより、放送

法第２２条各号に掲げる者に出資する。 

２・３ （略） 

 

（中期経営計画） 

第６条 （略） 

２ 中期経営計画には、次に掲げる事項を記載す

る。 

一 中期経営計画の期間（前項の期間の範囲内

で経営委員会が定める期間をいう。第８４条

第３項及び第５項第２号において同じ。） 

二～七 （略） 

 

（経営委員会の権限等） 

第１５条 経営委員会は、次に掲げる職務を行

う。 

一 次に掲げる事項の議決 

ア～オ （略） 

（業務） 

第４条 （同左） 

 

一 次に掲げる放送による国内基幹放送（特定

地上基幹放送局を用いて行われるものに限

る。）を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

ア （同左） 

イ （同左） 

ウ （同左） 

二～五 （同左） 

２～１２ （同左） 

 

（出資等） 

第５条 本協会は、第５２条第１項に規定する子

会社（本協会がその総株主の議決権の過半数を

有する株式会社その他の本協会がその経営を支

配している法人として、放送法第２１条に基づ

く総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）に

対して出資する場合のほか、前条第１項又は第

２項の業務を遂行するために必要がある場合に

は、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業

計画及び資金計画で定めるところにより、放送

法第２２条各号に掲げる者に出資する。 

 

２・３ （同左） 

 

（中期経営計画） 

第６条 （同左） 

２ （同左） 

 

一 中期経営計画の期間（前項の期間の範囲内

で経営委員会が定める期間をいう。第８３条

第３項及び第５項第２号において同じ。） 

二～七 （同左） 

 

（経営委員会の権限等） 

第１５条 （同左） 

 

一 （同左）  

ア～オ （同左） 
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カ 第６１条第１項に規定する業務報告書及

び第７７条第１項に規定する財務諸表

キ （略）

ク 国内基幹放送（電波法の規定により本協

会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局

を用いて行われるものに限る。）並びに国

際放送（外国の放送局を用いて行われるも

のに限る。以下このクにおいて同じ。）及

び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止

（国際放送及び協会国際衛星放送の開始、

休止及び廃止にあっては、経営委員会が軽

微と認めたものを除く。）

ケ・コ （略）

サ 第５９条の受信契約の条項及び受信料の

免除の基準

シ～セ （略）

ソ 第５３条第２項及び第５８条第１項に規

定する基準

タ 第５４条に規定する基準及び方法

チ～ヌ （略）

ネ 第５条第１項、同条第２項又は第５２条

第１項の総務大臣の認可を受けて行う出資 

ノ～フ （略）

二 （略） 

２～４ （略） 

（経営委員会の運営） 

第２１条 （略） 

２～６ （略） 

７ 会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執

行の状況並びに第６４条の苦情その他の意見及

びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し

なければならない。 

８・９ （略） 

（理事会） 

第４６条 （略） 

２ 理事会は、次の事項を審議する。ただし、定

例に属する事項及び会長が軽微と認めた事項に

ついては、この限りでない。 

一 （略） 

二 第７０条第２項の規定により経営委員会の

同意を得る事項（第７１条第２項において準

用する場合を含む。） 

三・四 （略） 

（国内基幹放送の業務の方法） 

第５２条 本協会は、第４条第１項第１号の業務

を効率的に遂行するため必要があるときは、総

務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及

び資金計画で定めるところにより、次に掲げる

業務を行うことを主たる目的とする会社に出資

する。この場合において、本協会は、当該出資

カ 第６０条第１項に規定する業務報告書及

び第７６条第１項に規定する財務諸表

キ （同左）

ク テレビジョン放送による国内基幹放送

（電波法の規定により本協会以外の者が受

けた免許に係る基幹放送局を用いて行われ

る衛星基幹放送に限る。）並びに国際放送

（外国の放送局を用いて行われるものに限

る。以下このクにおいて同じ。）及び協会

国際衛星放送の開始、休止及び廃止（国際

放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及

び廃止にあっては、経営委員会が軽微と認

めたものを除く。）

ケ・コ （同左）

サ 第５８条の受信契約の条項及び受信料の

免除の基準

シ～セ （同左）

ソ 第５２条第２項及び第５７条第１項に規

定する基準

タ 第５３条に規定する基準及び方法

チ～ヌ （同左）

ネ 第５条第１項又は第２項の総務大臣の認

可を受けて行う出資

ノ～フ （同左）

二 （同左） 

２～４ （同左） 

（経営委員会の運営） 

第２１条 （同左） 

２～６ （同左） 

７ 会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執

行の状況並びに第６３条の苦情その他の意見及

びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し

なければならない。 

８・９ （同左） 

（理事会） 

第４６条 （同左） 

２ （同左） 

一 （同左） 

二 第６９条第２項の規定により経営委員会の

同意を得る事項（第７０条第２項において準

用する場合を含む。） 

三・四 （同左） 

（新設） 
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をしている間、当該出資をした者を子会社とし

て保有する。 

一 指定地上基幹放送地域（放送法第２０条の

２第１項第１号の地域をいう。以下同じ。）

において、基幹放送局設備（中継地上基幹放

送局に係るものに限る。以下同じ。）の保有

及び管理をすること。 

二 指定地上基幹放送地域において、本協会そ

の他の基幹放送事業者との契約に基づき、前

号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の

地上基幹放送の業務の用に供すること。 

２ 本協会は、指定地上基幹放送地域において地

上基幹放送の業務を行うに当たって必要がある

ときは、第１項の規定に基づき出資した子会社

（以下「基幹放送局提供子会社」という。）との

契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供す

る基幹放送局設備を用いる。 

３ 本協会は、必要があるときは、放送法第８５

条第１項の総務大臣の認可を受けて、収支予

算、事業計画及び資金計画で定めるところによ

り、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基

幹放送地域における地上基幹放送の業務に用い

られる中継地上基幹放送局及びこれに附属する

放送設備を譲渡する。 

 

第５３条 （略） 

 

第５４条 （略） 

２ 本協会は、前項に規定する基準及び方法を定

め、又はこれを変更しようとするときは、第７

１条に規定する国際放送番組審議会に諮問す

る。 

３・４ （略） 

 

第５５条～第５７条 （略） 

 

（業務の委託） 

第５８条 本協会は、第５３条第２項の場合のほ

か、第４条第１項の業務についてその一部を他

に委託する場合は、本協会が定める基準に従っ

てこれを行う。 

２・３ （略） 

 

第５９条 （略） 

 

第６０条 前条第１項の受信料の額は、国会が本

協会の収支予算を承認することによって定めた

額とする。ただし、第７６条第１項に規定する

場合においては、前事業年度終了の日における

受信料の額とする。 

 

第６１条～第６６条 （略） 

 

（諮問事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５２条 （同左） 

 

第５３条 （同左） 

２ 本協会は、前項に規定する基準及び方法を定

め、又はこれを変更しようとするときは、第７

０条に規定する国際放送番組審議会に諮問す

る。 

３・４ （同左） 

 

第５４条～第５６条 （同左） 

 

（業務の委託） 

第５７条 本協会は、第５２条第２項の場合のほ

か、第４条第１項の業務についてその一部を他

に委託する場合は、本協会が定める基準に従っ

てこれを行う。 

２・３ （同左） 

 

第５８条 （同左） 

 

第５９条 前条第１項の受信料の額は、国会が本

協会の収支予算を承認することによって定めた

額とする。ただし、第７５条第１項に規定する

場合においては、前事業年度終了の日における

受信料の額とする。 

 

第６０条～第６５条 （同左） 

 

（諮問事項） 
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第６７条 （略） 

２ 本協会が第６５条第２項に規定する地域向け

の放送番組の編集及び放送に関する計画を定

め、又はこれを変更しようとするときは、会長

は、地方審議会に諮問しなければならない。 

３ （略） 

４ 前項の規定により会長が諮問する事項は、中

央審議会に対しては全国向けの放送番組に係る

もの、地方審議会に対しては第６５条第２項に

規定する地域向けの放送番組に係るものとす

る。 

 

第６８条 （略） 

 

（答申等に対する措置） 

第６９条 会長は、中央審議会又は地方審議会が

第６６条の規定により答申し、又は意見を述べ

た事項があるときは、これを尊重して必要な措

置を講じなければならない。 

２ （略） 

 

（組織及び委員の委嘱） 

第７０条 （略） 

２ （略） 

３ 地方審議会の委員は、学識経験を有する者で

あって、当該地方審議会に係る第６５条第２項

に規定する地域に住所を有するもののうちか

ら、会長が委嘱する。 

 

（国際審議会） 

第７１条 （略） 

２ 第６６条第１項及び第３項、第６７条第１項

及び第３項、第６８条（第４号を除く。）、第６

９条（第２項第３号を除く。）並びに前条第１項

及び第２項の規定は、国際審議会について準用

する。この場合において、第６６条第３項及び

第６７条第３項中「国内基幹放送」とあるのは

「国際放送等」と、第６７条第１項中「国内番

組基準、国内基幹放送の放送番組の編集に関す

る基本計画及び国内基幹放送（特別な事業計画

によるものを除く。）の放送番組の種別の基準」

とあるのは「国際番組基準及び国際放送等の放

送番組の編集に関する基本計画」と、前条第１

項中「中央審議会は委員１５人以上、地方審議

会は委員７人以上」とあるのは「国際審議会

は、委員１０人以上」とそれぞれ読み替える。 

 

第７２条～第８０条 （略） 

 

（会計監査人の任期） 

第８１条 会計監査人の任期は、その選任の日以

後最初に終了する事業年度の財務諸表について

の第７７条第１項の規定による総務大臣への提

出の時までとする。 

第６６条 （同左） 

２ 本協会が第６４条第２項に規定する地域向け

の放送番組の編集及び放送に関する計画を定

め、又はこれを変更しようとするときは、会長

は、地方審議会に諮問しなければならない。 

３ （同左） 

４ 前項の規定により会長が諮問する事項は、中

央審議会に対しては全国向けの放送番組に係る

もの、地方審議会に対しては第６４条第２項に

規定する地域向けの放送番組に係るものとす

る。 

 

第６７条 （同左） 

 

（答申等に対する措置） 

第６８条 会長は、中央審議会又は地方審議会が

第６５条の規定により答申し、又は意見を述べ

た事項があるときは、これを尊重して必要な措

置を講じなければならない。 

２ （同左） 

 

（組織及び委員の委嘱） 

第６９条 （同左） 

２ （同左） 

３ 地方審議会の委員は、学識経験を有する者で

あって、当該地方審議会に係る第６４条第２項

に規定する地域に住所を有するもののうちか

ら、会長が委嘱する。 

 

（国際審議会） 

第７０条 （同左） 

２ 第６５条第１項及び第３項、第６６条第１項

及び第３項、第６７条（第４号を除く。）、第６

８条（第２項第３号を除く。）並びに前条第１項

及び第２項の規定は、国際審議会について準用

する。この場合において、第６５条第３項及び

第６６条第３項中「国内基幹放送」とあるのは

「国際放送等」と、第６６条第１項中「国内番

組基準、国内基幹放送の放送番組の編集に関す

る基本計画及び国内基幹放送（特別な事業計画

によるものを除く。）の放送番組の種別の基準」

とあるのは「国際番組基準及び国際放送等の放

送番組の編集に関する基本計画」と、前条第１

項中「中央審議会は委員１５人以上、地方審議

会は委員７人以上」とあるのは「国際審議会

は、委員１０人以上」とそれぞれ読み替える。 

 

第７１条～第７９条 （同左） 

 

（会計監査人の任期） 

第８０条 会計監査人の任期は、その選任の日以

後最初に終了する事業年度の財務諸表について

の第７６条第１項の規定による総務大臣への提

出の時までとする。 
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第８２条・第８３条 （略） 

 

（還元目的積立金） 

第８４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項ただし書に規定する場合において、同項

に規定する収支予算を作成しないときにおける

第７５条第１項の規定の適用については、同条

第１項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経

営計画及び第８４条第３項ただし書に規定する

理由を記載した書類」とする。 

５ （略） 

 

第８５条～第８７条 （略） 

 

 附 則 

 

この定款は、放送法及び電波法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第４０号）附則第１条に掲

げる規定の施行の日から施行する。 

 

 

 

（削除） 

 

 

第８１条・第８２条 （同左） 

 

（還元目的積立金） 

第８３条 （同左） 

２・３ （同左） 

４ 前項ただし書に規定する場合において、同項

に規定する収支予算を作成しないときにおける

第７４条第１項の規定の適用については、同条

第１項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経

営計画及び第８３条第３項ただし書に規定する

理由を記載した書類」とする。 

５ （同左） 

 

第８４条～第８６条 （同左） 

 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この定款は、電波法及び放送法の一部を

改正する法律（令和４年法律第６３号）（以下

「改正法」という。）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日から施行する。 

 

（受信契約の条項の認可に関する経過措置） 

第２条 この定款の第５８条第３項各号に掲げる

事項のうち、同項第４号イに係る部分の受信契

約の条項については、改正法の施行後最初に同

項に定める変更の認可を受けるものとして、改

正法の施行の日から起算して６か月以内に、総

務大臣の認可を受ける。 
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